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Ⅰ 調査結果報告 

  厚生労働省の制度・事業において、アフターサービス推進室として改善が可能と思わ

れるものについて、「国民の皆様の声」、現場視察及び当該制度・事業に関する情報収集

をもとに調査・分析しましたので、以下のとおり報告します。 

 

案件名 概 要 

訪問看護ステーショ

ンの事業運営に関す

る調査 

訪問看護ステーションの事業運営上の問題点について事業運

営者および関係自治体等からのヒアリングを通じて調査・分析

する。 

 

１ 訪問看護ステーションの事業運営に関する調査 

（１）調査目的 

内閣府「平成 25 年版高齢社会白書」によると、わが国の高齢化率（65 歳以上の高

齢者人口が総人口に占める割合）は、2012年の 24.1%から 2035年には 33.4%に上昇す

ると推計されている。 

こうした中、医療技術の進歩や平均在院日数の短縮化により、高齢者層を中心に医

療ケアを必要とする在宅療養者の数は、今後、大幅な増加が見込まれる。また、国民

の７割が「自宅で介護を受けたい」と希望しており（平成 22年：「介護保険制度に関

する国民の皆さまからのご意見募集」厚生労働省老健局調査）、訪問看護ステーショ

ン（注１）の果たすべき役割は、ますます増大するものと思われる。 

本調査は、訪問看護ステーションが「日常的な在宅医療ケア」を安定的かつ持続的

に提供し得るため、訪問看護ステーションにおける現状を事業運営という観点からヒ

アリングを通じて調査し、今後の施策に資することをその目的としている。 

注１：訪問看護とは、居宅要介護者（主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合

していると認めたものに限る。）について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者によ

り行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう（介護保険法第８条第４項）。 

 

（２）調査の概要 

１）調査の視点 

  国民に「日常的な在宅医療ケア」を安定的かつ持続的に提供するためには、訪問看

護ステーション自体の運営が健全でなければならない。訪問看護は、個別訪問しつつ 

きめ細かな対応をする必要があることから、事業としての効率性を追求し難いサービ

スと言えるが、各訪問看護ステーションでは、人的な体制（看護師等の人数、特に 24

時間対応体制など）と看護サービスの質(習熟度や対応可能な疾患の種類など）の両面  

から充実に取り組んでいる。本調査では、今後の制度改善に資するため、事業関係者

の皆様から日々の事業運営上の問題点や気付き事項等についてヒアリング調査を行っ

た。 
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２）考察対象とした訪問看護ステーション 

「医療法人」「営利法人（会社）」「社団・財団法人」など、開設主体によって訪問看

護ステーションの経営上の特性が異なっていることから、各々にヒアリングを行い、

考察の対象とした。また、近年、一部の訪問看護ステーションで「理学療法士（ＰＴ）」

「作業療法士（ＯＴ）」「言語聴覚士（ＳＴ）」といった人材を活用し、リハビリテー

ション（注２）を積極的に展開しているが、本調査では、規模の小さな訪問看護ステ

ーションが比較的多いことに鑑み、「訪問看護重視型」に焦点を当てている。 

注２：介護保険法にもとづく訪問リハビリテーション事業所の指定を受けられるのは、病院、診療所、介護老人保

健施設に限られている。訪問看護ステーションからは訪問看護の一環として、理学療法士等による訪問が可

能である。介護報酬上いずれのサービスにおいても、リハビリテーションは１日２回（20分×２回＝40分）

まで、１週間に６回（120分）までが算定可能である。 

 

（３）訪問した訪問看護ステーション及び関連団体 

本ヒアリング調査にご協力いただいた訪問看護ステーション等は、地域及び規模の

バランスを勘案して選択し、ヒアリングに同意した計 55団体である。なお、これら

の団体は全国の訪問看護ステーション及び関連団体を代表するものではない。 

 

（４）現状を踏まえたアフターサービス推進室の意見等 

訪問看護ステーション、看護協会、関係する地方自治体からのヒアリングを通じて

得られた現状を整理すると下表左欄のとおりであり、これに対するアフターサービス

推進室の意見等を同表右欄に掲載した。 

 

番号 現状（背景・経緯） アフターサービス推進室の意見等 

１ 多くの小規模な訪問看護ステーショ

ンは資金調達力が弱く、事業の健全

な経営の阻害要因の一つとなってい

る。 

 

資金調達先としては、「日本政策金融

公庫」や「独立行政法人福祉医療機構」

といった公的な融資制度が利用可能

であるものの、必ずしも管理者や開設

者に認知されていないことから、今後

は、資金調達先の一つとして、これら

を検討することが考えられる。 

（本文 P10） 

２ 訪問看護の業務にスケール・メリッ

トは期待できないことから、訪問看

護ステーションの規模が大きくなる

と、管理業務が増える。管理業務に

対する報酬は無いので、管理者も自

ら訪問看護を続けざるを得ず、業務

規模の拡大にともない、ＩＴシステム

(モバイル端末等)の活用により、訪問

先での記録入力や管理者の即時閲覧

等を可能にし、利用者管理や看護職員

のスケジュール管理等の業務の効率

化を図ることが、管理者の確保・定着
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量が過剰になるケースがある。 化策として考えられる。（本文 P11） 

３ 経営コンサルタント、税理士等、専

門のアドバイザーを常時活用してい

る訪問看護ステーションは殆ど無い

が、小規模な訪問看護ステーション

が単独でアドバイザーを雇うのは難

しい。 

訪問看護ステーション連絡協議会等

で良い人材を選定のうえ登録し、情報

共有してはどうか。（本文 P11、12） 

４ 都道府県における訪問看護事業所数

には、地域間格差がみられるが、利

用者ニーズの多寡や分布、交通イン

フラの整備状況など様々な要因を勘

案のうえ、一歩一歩、地域に合った

改善策を粘り強く積み上げて行く必

要がある。 

立地による移動時間の不便さを補償

する報酬、利用者密度の低さを補償す

る報酬などを更に強化し、訪問看護ス

テーションの供給バランスの見直し

を促してはどうか。また、小規模ある

いは過疎地の訪問看護ステーション

の移動手段（使用車両）確保に関して、

必要に応じ国や都道府県が経済的に

支援してはどうか。（本文 P13） 

５ 多様な利用者ニーズに自事業所内で

的確に対応しようとすると、事業規

模の拡大や多角化を図る必要性が強

まってくる。多角的に事業を展開さ

せるためには、相応の経営ノウハウ

が不可欠であり、専門的な見地から

のサポートが必要と思われる。 

従来から実施していた訪問看護ステ

ーション内の管理業務を中心とした

研修に加え、事業規模の拡大や多角化

等に成功している訪問看護ステーシ

ョンから管理者（ＯＢを含む）をアド

バイザーとして選任するなどして、事

業の多角化等の具体的な経営方策に

ついて、実践的な助言や研修会等を行

うことが有効と考えられる。   

（本文 P16） 

 

 

２ まとめ 

訪問看護サービスは、今後、利用者数の大幅な増加が見込まれているにもかかわらず、

利用者が地域に限定されるうえ人手を要し効率が悪いなど、事業展開に当たっての制約

要因を指摘できる。 

しかしながら、今回のヒアリング調査を通じ、それらの制約要因を打ち破って「地域 

の拠り所」としての役割を発展的に果たしている訪問看護ステーションが、多くみられ 

た。今後とも、各地域における在宅医療の核としての活躍が期待されるところである。 

今回の調査にご協力いただいた訪問看護ステーションの事業関係者の皆様に改めて 

感謝申し上げる。本格的な高齢化社会が到来する中、より良い訪問看護ステーションの
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事業運営が行われるよう、厚生労働省としても引き続き努力するとともに、関係者の皆

様に、本報告書が参考となれば幸いである。 

なお、「各項目（テーマ毎）の調査詳細」については別添１に、また、今回のヒアリン

グ調査で収集した「関係者からの主なご意見等一覧表」を別添２に付した。 
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別添１ 

訪問看護ステーションの事業運営に関する調査詳細 

 

１ 訪問看護事業の現状 

介護保険法にもとづき訪問看護事業を開始するためには、人員基準等（注３）を満 

たし「指定居宅サービス事業者」の指定を都道府県知事から受ける必要がある。 

注３：人員基準の他、設備、運営に関する基準が設けられている（「介護保険法」第 70条、「指定訪問看護の事業の人

員及び運営に関する基準」（厚生省令第 80号））。また、介護保険法にもとづく指定を受けた訪問看護事業所は、

健康保険法にもとづく訪問看護事業所の指定を受けたとみなされる。なお、健康保険法の指定訪問看護のみを

行う事業者の場合は、健康保険法の定める基準にもとづき、地方厚生（支）局長から指定を受ける。 

訪問看護事業の開設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険により訪問看護サービスを提供する訪問看護ステーションの事業所数は、 

平成 26年 2月現在 6,992となっており、増加傾向をたどっている。 

 

 

0
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3,000
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5,000
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7,000

8,000

平成14年 16年 18年 25年17年 19年 20年 21年 22年 24年23年15年

5,057 5,230
5,356 5,524 5,573 5,479 5,499 5,7125,607

6,519
6,049

4,930

3,874 3,752

3,286

3,518

3,044 2,767
2,561

2,345

1,860 1,766
2,142 1,970

6,992

1,699

平成26年

法人格を           

有すること 

都道府県知事から介護保険法にもとづく「指定居宅サービス事業者」

の指定を受ける。 

「医療法人」「営利法人(会社)」「社団・財団法人」「社会福祉法人」

「地方公共団体」「協同組合」「ＮＰＯ法人」等が開設している。 

人員基準 

管理者（看護師、保健師で看護職員との兼務可）を１人配置 

看護師、准看護師、保健師を常勤換算で 2.5人以上(うち 1人は常勤）

配置、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じた適当数配

置 

病院・   

診療所 

健康保険法の保険医療機関に指定された病院・診療所は「指定居宅サ

ービス事業所」として指定されたものとみなされる。 

訪問看護事業所数の年次推移 

 
病院又は診療所 （厚生労働省「介護給付実態調査(各年 4月、平成 26年は 2月審査分)」） 
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平成 24 年 10 月時点における訪問看護事業所の開設（経営）主体による構成比は、「医

療法人」36.0%、「営利法人（会社）」32.6%、「社団・財団法人」12.0%、「社会福祉法人」

8.1%などとなっている。この構成比を平成 19 年 10 月時点の状況と比べると、「営利法人

（会社）」の占める割合が 21.0%から 32.6%へと上昇している（厚生労働省「平成 19、24

年介護サービス施設・事業所調査」）。 

 

 

 

 

 

また、規模別にみると、看護職員（常勤換算）数 2.5人以上 3人未満の事業所が 18.1%、

3 人以上 5 人未満が 48.2%となっており、小規模な事業所が全体のほぼ３分の２を占めて

いる（厚生労働省「平成 23年介護サービス施設・事業所調査」特別集計による）。 

 

  

 

開設（経営）主体別事業所の構成比（％） 

（厚生労働省「平成 19、24 年介護サービス施設・事業所調査」） 

平成

19年

10月

時点 

平成

24年

10月

時点 

看護職員（常勤換算）数の規模別ステーション構成比（％） 

（厚生労働省「平成 23年介護サービス施設・事業所調査」特別集計により作成） 
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我が国の「要支援」「要介護」認定者における訪問看護サービスの利用者数は、34.9万

人（厚生労働省「介護給付費実態調査」平成 26 年 2 月分審査分）で近年、急速に増加し

ている。これに小児、精神疾患患者など（「要支援」「要介護」認定者以外）の利用者 9.9

万人（注４）を加えると、利用者総数は、ほぼ 45万人となっている。 

注４：「平成 24年介護サービス施設・事業所調査」（病院・診療所からの訪問看護利用者数は含まない） 

 

            

 

    

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

２ 訪問看護ステーションの安定的な事業規模の確保に向けて 
開設後、各訪問看護ステーションがたどる業容の推移は、主に４つのパターンに分け

られる。まず、第１のパターンは、数年以内に休止・廃止となる。第２は、訪問看護ス

テーションの規模が、開設時から殆ど変らないまま推移するものであり、第３は、地域

における貢献を重視し、安定的な事業規模を確保するものである。最後に第４は、全国

展開を図るパターンである。 

総 数 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

349.7(千人) 12.0 25.8 58.1 73.6 54.9 57.6 67.7 

(100%) (3.4%) (7.4%) (16.6%) (21.0%) (15.7%) (16.5%) (19.4%) 

訪問看護利用者数（介護保険適用分）の年次推移（千人） 

【訪問看護利用者（介護保険適用）における「要支援」「要介護」の内訳】 

221.7 

349.7

7 

平成 14年 25 15 

 

17 

 

16 

 

18 

 

23 

 

19 22 

 

20 

 

21 

 

24 

（厚生労働省「介護給付費実態調査(各年 4月、平成 26年は 2月審査分)」） 

26年 

（厚生労働省「介護給付費実態調査」平成 26 年 2月審査分） 
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新規に開設した訪問看護ステーションがどのパターンをたどるのか、経営の要素であ

る開業及び運転資金、人材、時間・情報、利用者確保の観点から考察を行った。 

 

（１）開業及び運転資金について 

新規に事業を始めるには開業資金が必要であり、また、訪問看護サービスに対する

報酬は、サービス提供後、約２～３ヶ月後に支払われるため、当面の支出と収入の時

間差をつなぐ運転資金も必要となる。 

看護職員個人が、過去の経験を活かすこと以外に特段の事業プランを持たずに独立

し、訪問看護ステーションを起業したならば、第 1あるいは第２のパターンとなる可

能性が高い。その理由の一つは、個人が働きながら蓄えた貯金を、主な資金源とせざ

るを得ないからである。事業の維持・拡大を図るためには、足りない資金を外部から

調達することも必要であるが、事業プランが無ければ、銀行等から融資を受けること

は困難である。また、外部からの資金調達ができたとしても、低い事業利益率のもと

では、借入金の返済が困難となる。このような結果、事業の拡大に踏み出せず、小さ

な規模での事業運営を続けざるを得ないパターンをたどる。ただし、このパターンの

事業者の多くは、事業の継続性を優先し事業拡大への関心が薄いということが背景に

ある。 

第３のパターンでは、「24時間対応体制」を円滑に運営でき、月々の収支も安定す

る常勤看護職員５人前後で利用者 100人前後の規模が一つの目処となっている。一般

的に「利用者ゼロから開業し順調に伸展しても、この規模に到達するまでに３～５年

を要する」との見方が多く聞かれた。一方、医療法人や地方自治体が設立した訪問看

護ステーションでは、事業方針としては、収益性とともに地域における貢献が重視さ

れる。資金の供給に不安は無い反面、短期集中的に投入されることも無い。徐々に実

績を積み、地域で一定の規模に達したところで安定する、この第３のパターンを取る

ことが多い。 

訪問看護は地域に限定されたサービスであるだけに、まず、明確な事業プランや運 

営方針にもとづき、地域のニーズに応じたサービス提供に取り組むことが大切となる。

その中で、地域の利用者・家族や医師、ケアマネジャー等からの評価を確立すること

が、安定的な事業規模確保のための必要条件となっている。第３のパターンにおける

事業プランや運営方針の内容は、訪問看護ステーションごとに様々である。例えば、

開設当初の小規模な段階から「24時間対応体制」を打ち出したステーションや「常勤

職員中心の体制」を基本方針とするステーションがあった。また、多くの訪問看護ス

テーションで、「小児」「精神疾患」「認知症と慢性疾患の合併症」「リハビリテーショ

ン」など、地域で利用者ニーズの高い領域へ積極的に取り組む方針を有していた。あ

るいは、利用者ニーズに応じて、順次、「小規模多機能型居宅介護施設」設置等、事

業の多角化に乗り出した訪問看護ステーションもみられた。 

第４のパターンは、全国的に展開している訪問看護ステーションである。「特定の専
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門分野に特化」していること、「全国展開による対応力」があること等が強みとなっ

て、株式上場を果たした例もある。 

このように、一定以上の事業規模を達成した訪問看護ステーションの共通項は、開

設当初から、あるいは数年間の看護実績等から導き出された、明確な事業プランを確

立していることにある。従って、多くの小規模な訪問看護ステーションにとっても、

まず、地域に根ざした明確な事業プランと運営方針を確立することが課題の一つとし

て挙げられる。 

   いずれのパターンをとるにしても資金調達の問題を避けて通ることはできないが、

今回、ヒアリング調査を実施したなかで、資金調達先としては、「日本政策金融公庫」

や「独立行政法人福祉医療機構」（注５）という公的な融資制度が利用可能であるも

のの、必ずしも管理者や開設者に認知されていなかったことから、今後は、資金調

達先の一つとして、これらを検討することが考えられる。 

注５：「日本政策金融公庫」の国民生活事業には、「新企業育成貸付（新規開業資金）」、「新企業育成貸付（ 女性、

若者／シニア起業家資金）」（共に融資限度額は 7,200 万円）及び無担保・無保証人で利用できる「新創業

融資制度」（融資限度額 3,000 万円）などがある（「新創業融資制度」を申し込む場合、原則創業資金総額

の 10 分の１以上の自己資金が必要。）。また、「独立行政法人福祉医療機構」は、建築資金、設備備品整備

資金、土地取得資金、及び経営資金を直接貸付（あるいは代理貸付）で取り扱っている。 

 

（２）人材について 

起業した看護職員がいくら頑張っても、やはり 1 人では限界がある。過労のため、

起業した管理者が利用者の自宅で倒れた例、緊急時の看護職員フォローに備えて管理

者が数年間毎日、携帯電話を持ち歩いた例などがあった。これらは人材難を象徴する

事例と言える。大都市圏を除けば、全国的に慢性的な看護師不足であり、訪問看護を

希望する人は少ない。ナースセンター（注 6）、ハローワーク及び人材紹介事業会社を

利用しても、看護職員を採用することは簡単ではなく、訪問看護ステーションの規模

拡大を阻害する大きな要因となっている。 

   注６：平成４年に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」にもとづき、都道府県ごとに設置された。看護協

会が、都道府県知事の指定を受けて看護職員の無料職業紹介等の事業運営を行っている。 

我が国の看護職員（看護師・准看護師・保健師・助産師）数は 153.7万人であるが、

そのうち 126.5万人（82.3％）は病院・診療所、15.1万人(9.8%)が介護施設等に就業

しており、訪問看護ステーションは 3.3万人(2.2％)に過ぎない（平成 24年「厚生労

働省：医政局看護課」調べ）。実際、人材紹介事業会社によると、ナースセンターや

ハローワークを利用する看護職員は、病院やクリニック勤務を希望することが多いと

いう。 

看護職員が自ら訪問看護を志望しない理由の一つに、病棟での看護とは全く異なる

訪問看護のサービス特性がある。まず、病棟のようなチーム看護体制や設備・機材が

無いため、「オンコール（携帯電話当番）」や緊急時対応における緊迫感など、精神的・

身体的な負担が重くなる。また、利用者の人格や家族関係等の生活全般に関わること

から、利用者・家族を支える全体的なマネジメントやコミュニケーション力を要求さ
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れる。そして、医師、ケアマネジャー、ヘルパーなど多くの関係者と密接に連携する

必要があることなどが特性として挙げられる。このように病棟看護と異なり、看護技

術に加えて様々な能力を要求されるサービスであるため、事業者にとっては、適合し

た能力のある人材を確保することが大きな課題となっている。 

今回の調査では、人材確保に成功しているステーションから看護職員の定着率向上

のための取り組みについてヒアリングを行った。まず、共通して取り組んでいること

は、新規採用看護職員への同行研修である。たとえベテランであろうと「１～2 か月

間」、あるいは「不安感が無くなるまで」同行研修を徹底して行い、「病棟での看護と

訪問看護は、別モノであること」を体験してもらうことが大切とのことだった。この

ように新人に対する同行訪問（研修）を徹底して行うことが、早期の離職を防止し、

最終的な人材確保につながるとの声が多く聴かれた。 

次に、休暇をはじめとする労働条件整備の問題である。人材の確保・定着率の向上

には、「家庭や育児と両立できるよう配慮」「熱心な看護職員ほど燃え尽きやすいので、

休暇の取得を配慮」「夜間に緊急対応した翌日は、必ず、半日休暇を取得するルール」

といったような心配りが重要であると感じられた。 

最後に、地域との交流をもつことが、看護職員の定着率向上にもつながるとして、

「駅伝へのチーム参加」「職員コーラスバンドの演奏会開催」「年に１回、家族との交

流会を開催」「地元看護学生の実習受け入れ」「ホームページにブログを開設」等、様々

な取り組みがみられた。 

他方で、管理者の確保・定着化も課題の一つと言える。一般的に訪問看護ステーシ

ョンの管理者は、プレイングマネジャーとして業務に取り組んでおり、規模が大きく

なるにともない管理業務の負担が増える。規模の大きな訪問看護ステーションでは、

看護職員の利用者担当スケジュール作成やシフト調整等の管理業務について、特に多

数の入退職者が発生した場合、大きな負担となる。日々の管理業務についても、看護

職員が利用者宅訪問のため外出するので、管理者がコミュニケーションの取れる時間

は、早朝・昼時・夕刻の短時間に限られる。しかも、ほぼ全員が一斉に参集し、外出

してしまうため、管理業務の繁閑の波が大きくなり、管理・指導する時間を十分に確

保できないなどの難しさがある。 

このような状況を勘案すれば、規模の拡大にともない、ＩＴシステム(モバイル端

末等)を活用することで訪問先での記録入力や管理者の即時閲覧等を可能にし、利用

者管理や看護職員のスケジュール管理等の業務の効率化を図ることが、管理者の確

保・定着化対策として考えられる。 

また、今回のヒアリングでは、経営コンサルタント、税理士等、専門のアドバイザ

ーを常時活用している訪問看護ステーションは殆ど無く、管理者が独力で事業管理と

訪問看護の両方をこなしていた。管理者には、中立的な立場から看護業務と管理業務

の適正なバランスを指導できるアドバイザーが必要である。小規模の訪問看護ステー



12 

 

 

ションが単独でアドバイザーを雇うのは難しいため、訪問看護ステーション連絡協議

会等で良い人材を選定のうえ登録し、情報共有すると良いのではないか。 

 

（３）時間・情報について 

１）立地にともなう格差の是正 

各都道府県では、市町村の計画を踏まえて区域ごとに介護サービス量を見込み、3

年を１期とする「介護保険事業支援計画」を策定し、介護サービス体制の整備を進め

ている。都道府県における訪問看護事業所数には、以下のグラフのとおりの地域間格

差がみられるが、利用者ニーズの多寡や分布、交通インフラの整備状況など様々な要

因を勘案のうえ、一歩一歩、地域に合った改善策を粘り強く積み上げて行く必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

事業者にとって、中山間部や離島などの地域では、１訪問当たりの移動時間（距離）

が長くなり、事業としての効率性が一段と低下する。ある時点で、利用者の分布を考

慮して事務所所在地を見直しても、時の経過とともに分布が変わり（注７）、移動に

ともなうロスは常に発生する。そこで少しでもロスを軽減するために、訪問看護ステ

ーションによっては、ルートの最適化やサテライト（注８）の活用等を行っている。 

注７：現在、過疎地から都市部へ高齢者が移住する傾向が見られる。利用者が減少する中で、過疎地の訪問看護ス

テーションの規模を維持することは容易ではない。利用者の動向に応じて、事業所やサテライトの所在地を

適宜、見直す柔軟性が必要である。 
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注８：「指定訪問看護事業所」の指定は、原則として事業所ごとに行うものとしているが、例外的に待機や道具の

保管、着替え等を行う出張所等「従たる事業所」（いわゆるサテライト）について、要件を満たすものにつ

いては、主たる事業所に含めて指定できる。 

さらに、過疎地では移動手段が自動車に限られるため、設備費や燃費がかさむ。降    

雪地帯では、四輪駆動車が必需品である。また、安全のために軽自動車に加えて、普

通自動車を使用する訪問看護ステーションもあった。日本財団や自治体などからの補

助金の活用や職員の自家用車を借り上げるなどの対策を取る訪問看護ステーションも

みられた。 

介護報酬においては、「特別地域訪問看護加算」「中山間地域等における小規模事業

所加算」「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」といった加算が設定され

ており、利用者が点在し非効率な地域における訪問看護の提供を評価している。 

 このような立地による移動時間の不便さを補償する報酬、利用者密度の低さを補償

する報酬などを更に強化し、訪問看護ステーションの供給バランスの見直しを促す必

要がある。 

また、小規模あるいは過疎地の訪問看護ステーションの移動手段（使用車両）の確 

保に関して、必要に応じ国や都道府県が経済的に支援してはどうか。 

 

２）事務時間の短縮化 

もう一つ見逃せないものは、訪問看護に関する情報の検索、訪問看護報告書や報酬

請求データの作成等に関わる時間である。これらサービスに直結しない時間を短縮す

ることが、訪問看護ステーションの経営の安定、さらには大規模化にもつながる。平

成 12年４月に施行された介護保険法では、ＩＣＴ（Information and Communication 

Technology「情報通信技術」の略）の活用が謳われた。実際、介護給付等の請求は、

電子データとして都道府県の「国民健康保険団体連合会」に送ることが可能である。

しかし、電子データを伝送する場合、ＩＳＤＮ（注９）という、今となっては伝送速

度の遅い回線を使用することが求められたため、伝送に多大の時間が掛かり、訪問看

護ステーションの業務効率を下げていた（注 10）。ただし、平成 26 年 11月以降、イン

ターネット回線により請求できる予定である。実現すれば、伝送時間はＩＳＤＮと比

べて格段に速くなり、データ量の増大にも対応可能と思われる。 

注９：ISDN（Integrated Services Digital Network、サービス総合ディジタル網）は、接続する既存の公衆交換電

話網 (交換機・中継回線・加入者線)を全てディジタル化した、パケット通信・回線交換データ通信にも利用

できるディジタル回線網である。 

注 10：「国民健康保険団体連合会」の受信ソフトには、受付、確認、エラー・チェックの３ステップがある。伝送

速度が遅いので、データ量が多いほど、伝送時間を要する。 

     一方、多くの訪問看護ステーションが、医療保険による訪問看護も提供しており、 

その割合は、１～７割程度とばらついている。医療保険では、診療報酬請求が依然、 
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紙媒体となっており、報酬明細書を郵送する等の負荷が発生している。しかしながら、

ＩＣＴの活用が進むにつれ、最終的には、訪問看護においても診療報酬をインターネ

ット回線経由で電子請求できるようになるものと思われる。訪問看護ステーションが

介護報酬請求データを作成するために用いているソフトの多くは、診療報酬請求デー

タを作成できる機能も有している。従って、診療報酬が電子データのまま請求できる

ようになれば、紙媒体を郵送するための事務作業等も省力化できるのではないか。 

      この他、訪問看護計画や訪問看護報告書を作成する機能が連動していないなど、サ

ービス提供の流れに沿ったシステム開発が今後の課題と思われる。民間企業では、ワ

ークフローに沿った一貫システムを構築することにより、二重入力などの無駄や、そ

れにともなって起こりがちな間違いを防止するとともに、業務処理の高速化・効率化

を実現している。訪問看護の世界でも、同様の成果を上げることができるのではない

か。 

 

（４） 利用者の確保について 

病院・診療所の場合、経営面を考慮して立地場所を選定し施設・設備を整備すれば、

後は、診療技術や治療実績等により地域における評価が定まってくる。しかし、訪問

看護の場合、潜在利用者は病院・診療所あるいは自宅におり、自ら訪問看護ステーシ

ョンに問い合わせをして来ることは少ない。従って、管理者は橋渡しをしてくれる関

係者（医師、地域包括ケアセンター担当者、ケアマネジャー、家族など）を探し出し、

常にコンタクトを取っておく必要がある。 

また、周辺の訪問看護ステーションとは、利用者確保で競合すると同時に連携もす

る。新規利用者が必要とする看護内容やその時期・期間と、事業所のマンパワーを調

整しなければならない。なかでも「24時間対応体制」は、利用者が訪問看護に求め

るニーズの上位にあるが、現状では、対応体制の確立された訪問看護ステーションは

以下のグラフのとおり、全体の 76％にとどまっている（「一般社団法人 全国訪問看

護事業協会」調査）。 

 

    

   0 20 40 60 80 100

２４時間対応体制

（７６．２％）

２４時間連絡体制

（９．３％）

いずれもなし

（１４．５％）

訪問看護ステーション「24 時間対応／連絡体制」の有無 

（「訪問看護の質の確保と安全なサービス提供に関する調査」報告書                 

平成 26年 3月：「一般社団法人 全国訪問看護事業協会」） 



15 

 

 

              

しかしながら、今回の調査で、「24時間体制」未対応ステーションが、24時間 365

日訪問看護を必要とする利用者に対して、近隣の対応可能なステーションと協働し、

サービス提供を行っている事例がいくつか確認された。このような平日と休日・夜間

の訪問を分担するなど、複数の訪問看護ステーションによる連携は、利用者ニーズに

応えるとともに、「24時間体制」未対応の小規模ステーションの利用者確保にもつな

がっている。今後とも、利用者ニーズに応え、利用者を確保するために複数の訪問看

護ステーションの連携が一段と強化、継続されることが望ましい。 

 

３ 管理者及び後継者の経営力強化 
現在、管理者の世代交代する訪問看護ステーションが増えている。1980年代から「訪

問看護」自体は行われていたが、平成３年に老人保健法が改正され、訪問看護制度が創

設された。その当時、30～50歳代で病院や保健所等の勤務から転身した人、パートとし

て参入した人達が、訪問看護の第一世代と言えよう。それから約 20年が経ち、その人達

は 50～70歳代になった。毎日何件も訪問を繰り返すことは、徐々に体力的に厳しくなる

反面、利用者を訪問せずに、管理職を続けて行くことも難しい。一方で、若い看護職員

の中には、業務量が多く責任が重い管理者になりたがらない人も少なくないという。管

理者が頻繁に変わるステーションもある。 

管理者となる人は、訪問看護ステーションにおける労働条件の整備、財務管理、人材

育成を含む組織運営、利用者の確保、他職種の事業者との連携等、多くの課題に対処し

なければならない。さらに、多様な利用者ニーズに自事業所内で的確に対応しようとす

ると、事業規模の拡大や多角化を図る必要性が強まってくる。しかし、そのような様々

な経験を積んだ看護職員は少ない。管理者の世代交代を円滑に進め、長期定着を図るた

めには、管理者というポストを魅力的にするとともに、若手看護職員を積極的に育成す

る必要がある。 

現在、行政として「機能強化型訪問看護ステーション」（注 11）や「複合型サービス事

業所」（注 12）の設置を推進しているが、今回の調査のなかで、複数の若手管理者からこ

のような多角化などの事業展開に当たって、実践的なコンサルティング提供の要望を受

けた。訪問看護事業に加えて「居宅介護支援」事業や「居宅介護施設」の運営を開始す

るには、相応の経営ノウハウが不可欠であり、専門的な見地からのサポートが必要と思

われる。 

注 11：「居宅介護支援事業所」を併設し、一定基準以上の看護職員数のもと「24 時間対応体制」で終末期の看取りや

難病・重症患者への看護を積極的に行う訪問看護ステーション。 

注 12： 訪問看護と小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つサービス。医療ニーズの高い利用者の状況に応じて「通

い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」を組み合わせることで、地域における多様な療養支援を担うことができ

る。 
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従来から「一般社団法人 全国訪問看護事業協会」等が主催して、訪問看護ステーショ

ンの管理業務や管理者としての役割を中心とした管理者養成研修を実施してきた。しか

し、今後は、加えて将来の事業展開等についてのアドバイスも必要と思われる。事業規

模の拡大や多角化等に成功している訪問看護ステーションから管理者（ＯＢを含む）を

アドバイザーとして選任するなどして、事業の多角化等の具体的な経営方策について、

実践的な助言や研修会等を行うことが有効と考えられる。 

 

４ 訪問看護ステーションに関わる行政組織及び民間組織 

（１）行政の組織 

訪問看護制度は、平成 3 年の老人保健法等の改正によって創設され、平成 4 年 4 月

から実施された。当初は、在宅の寝たきり老人等に対して老人訪問看護ステーション

から看護サービスを提供し、老人訪問看護療養費を支給する制度として発足したもの

である。次いで、平成 6 年に健康保険法等が改正され、老人医療の対象外となる在宅

の難病患者、障害者等の療養者に対しても看護サービスを提供し、訪問看護療養費を

支給する訪問看護制度が作られた。 

その後、平成 12年 4月に介護保険制度が創設された時、訪問看護ステーションは介

護サービス機関の一つと定義されたが、健康保険との関係も保持された。このため、

国や都道府県に、訪問看護事業を担当する単独の部・課が存在しない状況となってい

る。要介護認定を受けた利用者に対する訪問看護については、特定の場合を除いて介

護保険が医療保険に優先するので、介護保険関係の担当部が主担当となることが多い

が、一方、看護職員は医療職であるため、医療関係の担当部とも関係する。従って、

係のレベルでも、複数の係に担当が分かれており、相談窓口が多岐にわたるなど、訪

問看護ステーション専門に対応する部署が存在しない。 

     

（２）民間の組織 

各都道府県及びいくつかの市区町村には、訪問看護ステーション連絡協議会が、一

般社団法人あるいは任意団体等の形態で設立されている。各協議会における訪問看護

ステーションの加入率は、総じて 50～100%の間で様々となっている。大阪府のように、

医師会及び看護協会も加入している地域もあれば、訪問看護ステーション自体、加入

に積極的でない地域もある。これらの協議会では、自主予算のもと研修会の開催、実

務上の意見交換、広報活動、コールセンターの自主運営等、地域ごとに様々な活動を

行っている（注 13）。 

注 13：各管理者間の交流を図ることで、管理者自身のモチベーションの維持や精神的なサポートが得られる機会を

提供している。ブロック部会や専門部会を開催し、訪問看護事業が地域包括ケアシステムの中で医療連携の

中核となるよう、また、他職種と連携を深めるべく交流している。 

訪問看護に関する全国的な組織としては、「公益社団法人日本看護協会」、「公益財団

法人日本訪問看護財団」及び「一般社団法人全国訪問看護事業協会」の３つがある。「日

本看護協会」は、看護職の資格を持つ個人が自主的に加入し運営する看護職能団体で、
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昭和 21年（1946年）に設立された。現在 67万人（当協会ホームページによる）の看

護職が加入しており、資格認定、研修や学会の開催、調査・研究等、様々な活動を行

っている。また、47 都道府県看護協会（法人会員）の多くは、看護協会立ステーショ

ンを運営している。「日本訪問看護財団」は、保健・医療・福祉の専門職が中心となっ

て平成６年に設立された。専門研修、情報収集と提供、相談対応、研究助成、交流会

の開催、総合保険制度の提供等を行っている。東京都と大阪府で、３つの訪問看護ス

テーションを運営している。「全国訪問看護事業協会」は、訪問看護事業者が中心とな

って平成７年に設立された。直営の訪問看護ステーションは無いが、全国的な情報の

拠点として、訪問看護事業の普及･広報活動、研修会の開催、訪問看護事業のサービス

の質の向上に関する調査・研究、団体保険制度の提供等を行っている。 

この他、規模の大きい訪問看護ステーションでは、講師を派遣し、地域で研修会を

主催・共催している。また、看護学生や研修生を受け入れるなど、地域のケアシステ

ムの確立と円滑な運用に貢献することが多い。一方、比較的規模が小さい訪問看護ス

テーションの中にも、長年に亘り、地域のリーダー的役割を果たして来た所（個人）

がある。今回の調査で、長年の取り組みに関して「殆どボランティア活動に等しい状

態である。このような功労を称えて欲しい」という要望を多く受けた。 
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別添２ 

関係者からの主なご意見等 

 

本調査では、50を超える数の自治体、看護関係の大学教員及び協会・団体及び訪問看護

ステーションに対してヒアリングを実施した。その主な意見等は次のとおりである。 

 

             関係者からの主なご意見等一覧表 

番号 項目 関係者からの主なご意見等 

１ 財務運営 ・株式会社形態の訪問看護ステーションが利益を出しても、約

半分が法人税に消えてしまうため、内部留保を積み上げるこ

とがなかなかできず、規模の拡大や多機能化を推進できない

（ＡＭ）。 

２ 人材 ・親会社から社会保険労務士、税理士、コンサルタントを紹介

されているが、まだ活用できていない（ＦＫ）。 

・緊急時訪問看護や 24時間体制を嫌って常勤にならない人、管

理者にならない人が多い。結局、実際に緊急時訪問看護や 24

時間体制に携わっている看護職員の数は、訪問看護ステーシ

ョンの規模とあまり相関せず、少数にとどまっている。非常

勤職員も組み込んだ輪番制で、24時間体制を取っているステ

ーションもある（ＦＩ）。 

・病院での病棟看護と訪問看護の違いに馴染めず、短期間で辞

める看護職員がいる。訪問看護ステーションの管理者は、病

院等から転職して来た看護職員の意識の切り替えに苦労す

る。看護職員の生活や家族構成まで考慮した労務管理に徹す

る必要がある（ＳＭ）。 

・最近ようやく 20～30歳代の看護職員が独立して事業主にな

る、というロールモデルができつつある。医療法人等が併設

したステーションで管理者や訪問看護を長年経験した人が、

独立して開設するケースが増えている。利用者が、担当の看

護職員とともに開設された訪問看護ステーションに移ること

もある（ＳＷ）。 

・訪問看護ステーションの規模拡大にともない、事業計画を作

り、効率的な運営を目指したところ、数字に追われるのは嫌

だという反発が出た。組織的な運営を嫌い、自分がやること

に対しては責任を負うが、他人がやることまで責任を負うの

は嫌という人が少なくない（ＨＧ）。 

・大手企業や病院系列のステーションでは、看護職員にも「ス
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タッフ→副管理者→管理者→部長/執行役員」などのキャリ

ア・パスを設けている。ただし、管理業務を嫌がる人もいる。

一般的に、看護職員は、現場業務を選好する人が多い（ＳＣ）。 

３ 管理者の業務 ・毎年休止や廃止に至る訪問看護ステーションが 300以上も出

る主な理由は、退職した管理者の代わりを見付けられない、

看護職員数の不足、売上未達等である。独立系ステーション

はいつ休止・閉鎖するか分からないという認識があり、看護

師や看護学生が就職先として選択する妨げになっている（Ｋ

Ｎ）。 

・看護職員が恒常的に供給不足のため、利用者を集めてから看

護職員を採用する方法は取り難い。まず看護職員を採用し、

徐々に利用者を増やしていかなければならない。すなわち、

看護職員を採用するごとに、一旦、単月収支の赤字を覚悟し

なければならない。また、訪問看護未経験者を採用した場合、

独り立ちするまでの数カ月間、同行訪問をしなければならず、

より一層、赤字の続く期間が延びることになる。訪問看護ス

テーションの規模拡大を考えた場合、これらは大きな阻害要

因になる（ＭＪ）。 

・訪問看護ステーションは、１日 24時間、訪問看護体制を維持

するものと認識している。利用者の便益を考えると、自分あ

るいは家族（子供）の体調が悪くても休めない。代務者がい

ても、「代わりの看護師なら来なくて良いです。」という利

用者もいる。また、訪問看護師の要件として、豊富な知識・

経験は欠かせない。看護技術は日進月歩なので、常に研修に

参加する必要がある。１人だと、仲間と業務をやり繰りして、

研修に参加することができない。このような観点から「訪問

看護ステーション開設人数基準の（常勤換算）１人への引き

下げ」に反対する意見は多い。一方、24時間対応体制を提供

するためには、常勤換算で看護職員５人以上は必要だと思う

（ＫＫ）。 

・一般的には、規模の大きい訪問看護ステーションほどマンパ

ワーのやり繰りが楽であり、緊急時訪問看護や 24時間対応体

制を提供し易い。しかし、普段見慣れていない看護職員が来

ることに不安を覚える利用者や家族がいることから、単純に、

看護職員の数が多ければ良いというものでもない。普段から、

１人の利用者に対し、複数の看護職員を訪問させるなど、管

理上の工夫が必要である。また、管理者や副管理者が、全て
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の利用者の状況を把握するなど、少数者に負担が掛かってい

る訪問看護ステーションが多い。実際、長年に亘って 24時間、

携帯電話を持ち歩き、常にスタンバイしている管理者は少な

くない（ＮＹ）。 

・非常勤の看護職員がいないと、訪問看護ステーションの運営

が成り立たないという声が一部にある。非常勤看護職員数が、

常勤職員数の２倍程度となっているケースもある（ＳＳ）。 

・非常勤職員を増やす、給与体系を固定給と歩合給に分けるな

ど、固定費の大部分を占める人件費を一定程度、変動費化す

る方策を取っている（ＭＨ）。 

・管理者を務めていた創業者が産休に入ると、代替要員を見付

けられず、訪問看護ステーションが休止になった。意欲や能

力の面で、創業者とその他のメンバーとの差が大きかった（Ｓ

Ｋ）。 

・管理者は、新規利用者は必ず、既存利用者へも時々訪問する

など、勤務時間の半分程度を訪問看護に費やしている。中に

は、月 80件などの訪問をこなし、その後で、管理業務を上乗

せで行う管理者もいる（ＮＥ）。 

４ 「訪問看護支

援事業」につい

て 

・一般的に、モデル事業は、補助金が終了すると、継続困難に

なるケースが多い。地元の看護協会が後ろ盾になった事業の

いくつかは、国の補助金が終了した後も継続されているが、

看護協会が費用を持ち出し負担しているケースもある（Ｃ

Ｋ）。 

・ある業務を合同で行う共通システムを構築したが、県単位で

の実施だったので、参加した訪問看護ステーションは数が少

なかった（ＨＧ、ＫＷ）。 

・都道府県単位での広域事業では、対象となる訪問看護ステー

ション数が多く、また、個別ニーズも様々なので、協働が困

難となる。市区町村単位で実施すれば、地域性も狭まり各訪

問看護ステーションからの協力が得やすいと思う（ＮＭ）。 

５ 訪問看護ステ

ーションの立

地 

・中山間地域や離島等に住む利用者への訪問看護では、ステー

ションから遠いため、移動に多大の時間と燃料代が掛かる。

往復で２～４時間程度要するケースも少なくない。また、利

用者宅が散在しているので、効率的な訪問ルートを選ぶ余地

も無い。燃費の良い車を使っても、原油価格が高止まりして

いる現状では、焼け石に水である（ＴＳ）。 
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６ ＩＴ化による

メリット享受 

・紙の書類は減るどころか、増える傾向にあるが、報酬請求を

ＩＴ化するメリットは感じられない（多くのステーション）。 

・ＩＳＤＮを嫌って、介護報酬の請求も紙媒体で提出する訪問

看護ステーションがある。中堅規模のステーションでも、報

酬請求の紙が毎月、数千枚に上る（ＧＮ）。 

・保険者へ提出する診療報酬請求書は、１件当たりＡ４用紙１

枚と決まっている。しかし、データ量の増加傾向を見ている

と、１枚に収めるのはもう限界に来ていると思う。手書きの

場合、文字を書くスペースの確保が難しい。プリンターを使

う場合、項目に丸を付けたり、細かい字で説明書きする、マ

ークを重ね書きするなど、ハードやソフトでは対応しきれな

い要件もある。特に、ライン・プリンターでは、細かいテク

ニックを組み込み難い。その結果、レセプトを手書きするこ

とになる。これでは、ソフトを使う価値が減ってしまう（ベ

ンダーＬＷ）。 

・紙に印刷して郵送するため、事務員が必要となる。国保、社

保等、保険者に合わせた手作業が必要となる。出力されたハ

ードコピーの仕分けに、大量の人手が掛かる。間違いが発生

する可能性も常にある（ＭＴ）。 

・いくつかの訪問看護ステーションでは、親会社のクラウド型

電子カルテ・システムを使って診療報酬請求データのエラ

ー・チェックしている（ＨＨ）。 

・複数の都道府県に跨がってサービスを提供している。都道府

県別処理は、業務効率が悪い。全国で報酬請求を一元化して

欲しい（ＨＭ）。 

・全国展開している企業では、系列の全ステーションのデータ

を本社で取りまとめ、国保連に提出している（ＣＪ）。 

・報酬改定に対するベンダーの対応が年度始め（４月１日）に

終わらない（間に合わない）ので、５～６月まで訪問看護ス

テーション側で特別処理する必要が生じている（ＹＧ）。 

・訪問看護業界は、システム・ベンダーにとって規模が小さい。

その割にベンダーの数が多いため、１ベンダー当たりのユー

ザー数が少なくなっている。その結果、請求されるバージョ

ン・アップ費が高くなっている。理想は、国が管理する１個

のソフトである。どんどん最新の技術を取り込み、業務効率

化のメリットを、訪問看護ステーションに与えて欲しい（Ｃ

Ｍ）。 
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・介護保険施行後、報酬請求の仕組みが複雑になった。ソフト

導入の目的は、データ処理のスピード・アップにとどまって

いる。省力化までいかない（ＹＮ）。 

・５年くらい前から、システムの使い方、システムに対する意

識が変わってきた。スタンド・アロン型が減り、ネットワー

ク型、ＡＳＰ、クラウド型が増えてきた。急速にソフトの集

約化やＩＣＴの活用が進む可能性がある。タブレット端末の

使用による音声・画像、ＧＰＳ位置情報、ＷＥＢ上の公開情

報（リハビリテーション訓練用動画、医薬品添付文書、メー

カーが提供している医薬品情報、患者向け食事情報・レシピ）

など、多様な活用が期待される（ＹＴ）。 

・千葉県市川市は、介護予防支援業務で「利用者→介護サービ

ス→事業者」構造を持ち、複数の事業者間で情報共有できる

ソフトの使用を推奨している。その他、柏市、横浜市、北九

州市などで導入が進んでいる（ＹＴ）。 

・シンガポール、ニュージーランド、韓国などのように政府主

導で記録を持ち、全国を一つのシステムでつないで欲しい、

という声があった。他方、全国を一本化できればベストであ

るが、規模的な実現性を考えれば、まず都道府県単位で実施

するのが無難、という意見もある（ＹＵ）。 

・近年、パケット定額サービスが使い易くなり、通信コストが

下がった。モバイル機器を現場で使うことも、コスト的に見

合うようになった（ＭＣ）。 

７ 

 

訪問看護利用

開始のタイミ

ング 

・ケアプラン作成のなかで訪問看護の導入が遅れるケースが有

る。褥瘡（床ずれ）などの問題が顕在化する前に、訪問看護

を導入して欲しい（ＦＩ）。 

・看取りケアでは、退院後１ヶ月以内に亡くなる患者が増えて

いる。最後の１週間の看取りは大切である。訪問介護より訪

問看護を積極的に利用するべきである（ＳＲ）。 

８ 管理者への実

践的な助言・研

修会 

・「複合型サービス事業所」等に着手するためには、関係者へ 

 の「プレゼン」も必要になるだろうし、いわゆる「企画書」 

 を作成する自信がない（ＮＭ）。 

・利用者や家族から要望され「小規模多機能型居宅介護施設」 

 に関心をもっているが、これまでの経験とかけ離れているよ

うな気がして、決断を先送りしている（ＬＳ）。 

・他事業所からの依頼で管理者候補を実地研修として、受け入

れた経験がある（ＲＯ、ＡＹ他）。 
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９ 表彰制度 ・比較的規模が小さい訪問看護ステーションの中にも、長年に

亘り、地域のリーダー的役割を果たしているところ（個人）

がある。殆どボランティア活動に等しい状態である。その功

労を称えて欲しい（ＮＫ、その他多数から同様の意見あり）。 

・社内で表彰制度を設け、社員のやる気を引き出している。「厚

生労働大臣表彰」など、公的な賞があれば、もっと励みにな

る（ＯＭ）。 

10 その他（車両の

駐車許可申請） 

・都会に住む利用者を訪問する際、使用車両の駐車が問題とな

る。利用者宅の駐車場や駐車可能な空き地（道路）、近くの

有料駐車場が何時でも使えれば良いが、そんなケースばかり

ではない。無理して利用者の自宅の近くに駐車し、近隣の住

民から苦情を言われたり、警察に駐車違反を取られることが

時々ある（ＮＪ）。 

・訪問看護の依頼を受けても、駐車する場所が無いために断ら

ざるを得ない場合がある（ＳＪ）。 

・所轄警察署に駐車プランを提出するが、いつも記載した予定

時刻に利用者を訪問し、看護を終えて駐車場所に戻れるとは

限らない。使用車両には会社名も書いてあるので、携帯電話

などで状況確認して貰えないか（ＫＤ）。 

・「駐車場等の駐車可能な場所」に「月極駐車場」が含まれる

ケースがある。重篤な利用者の場合、１週間以内で亡くなる

ケースが多いなど、長期間の賃貸契約が馴染まないので、「月

極駐車場」は対象外として欲しい（ＳＡ）。 

・地域によっては、主治医の指示書、訪問看護契約書（コピー）

を提出することが求められている。初回は仕方ないとしても、

２回目以降は、簡単な書類で十分ではないか（ＺＲ）。 

・２～６ヵ月ごとに、全ての書類を調え直し、駐車許可証の継

続を申請しなければならず、事務処理の負担が大きい。変更

があったものだけを、一覧表で報告する形にして欲しい（Ｚ

Ｒ）。 

・最終的には、実際に、利用者の自宅まで足を運んで確認する

のであるが、所轄警察署に提出する地図は、Googleマップや

Yahoo!地図（WEBプリント）なども認めて欲しい（ＧＹ）。 

                                     （※（ ）内はヒアリング先の頭文字） 
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Ⅱ 過去の活動報告 
 

  アフターサービス推進活動にかかるこれまでの報告書のリンク先は以下のとおりです。 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.1: 2010年 9～12月） 平成 22年 12月 24日  

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.2: 2011年 1～3月） 平成 23年 3月 31日  

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.3: 2011年 4～6月） 平成 23年 7月 11日  

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.4: 2011年 7～9月） 平成 23年 9月 30日  

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.5: 2011年 10～12月） 平成 24年 1月 26日  

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.6: 2012年 1～3月） 平成 24年 4月 13日  

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.7: 2012年 4～6月） 平成 24年 7月 9日 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.8: 2012年 7月） 平成 24年 8月 3日 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.9: 2012年 8～11月） 平成 24年 12月 21日 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.10: 2012年 12月） 平成 25年 1月 11日 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.11: 2013年 1～4月） 平成 25年 4月 30日 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.12: 2013年 5～8月） 平成 25年 9月 30日 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.13: 2013年 9～12月） 平成 25年 12月 24日 

 アフターサービス推進室活動報告書（Vol.14: 2014年 1～3月） 平成 26年 3月 31日 
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